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議第４号 

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について 

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第３条関係） 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 （略） 

橿原市市民活動推進会

議 

市民との協働によるまちづくりを

推進するための施策についての審

査に関する事務 

１０人以内

橿原市農業振興地域整

備推進協議会 

農業振興地域整備計画の策定及び

変更並びに整備計画に基づく事業

の実施についての審議に関する事

務 

１５人以内

（略） 

（略） 
 

別表（第２条、第３条関係） 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 （略） 

橿原市市民活動推進会

議 

市民との協働によるまちづくりを

推進するための施策についての審

査に関する事務 

１０人以内

  

 

 

 

（略） 

（略） 
 

第２条 橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を次の表のように改正する。 
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（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第３条関係） 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 橿原市総合政策審議会 総合計画及びまち・ひと・しごと

創生総合戦略に関する重要事項に

ついての審議に関する事務 

１５人以内

橿原市情報公開・個人

情報保護制度運営審議

会 

情報公開制度及び橿原市個人情報

の保護に関する法律施行条例（令

和４年橿原市条例第２９号）第１

２条の規定による諮問についての

調査審議に関する事務 

１０人以内

（略） 

（略） 
 

別表（第２条、第３条関係） 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 橿原市総合政策審議会 総合計画及びまち・ひと・しごと

創生総合戦略に関する重要事項に

ついての審議に関する事務 

１５人以内

  

 

 

 

 

（略） 

（略） 
 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条及び次条の規定 令和８年４月１日 

（２）第２条、附則第３条及び附則第４条の規定 令和８年７月１日 

（橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
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第２条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 

 

 

（略） 

橿原市市民活動推進会議の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市農業振興地域整備推進協議会の

委員 

日額 １０，０００ 〃 

（略） 

（略） 
 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 

 

 

（略） 

橿原市市民活動推進会議の委員 日額 １０，０００ 〃 

 

 

  

（略） 

（略） 
 

第３条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 

 

 

（略） 

橿原市行政不服審査会の委員及び専門

委員 

日額 １０，０００ 〃 

橿原市情報公開・個人情報保護制度運

営審議会の委員 

日額 １０，０００ 〃 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 

 

 

（略） 

橿原市行政不服審査会の委員及び専門

委員 

日額 １０，０００ 〃 
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改    正    前 改    正    後 

（略） 

（略） 
 

（略） 

（略） 
 

（橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第４条 橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年橿原市条例第２９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

（情報公開・個人情報保護制度運営審議会への諮問） 

第１２条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、橿原市執行機関の

附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）別表の橿原市情報公開・個人

情報保護制度運営審議会に諮問することができる。 

（１） この条例その他個人情報（特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第９項に規定する「特定個人情報」をい

う。）を除く。）の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止

しようとする場合 

（２） その他法第３章第３節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱い

を確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき

。 

第１３条～第１５条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２条～第１４条 （略） 

 

 

理由 執行機関の附属機関について、会議の位置付けを見直し廃止するため、所要の改正を行うもの 
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議第５号 

橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

 区分 報酬額（円） 費用弁償   区分 報酬額（円） 費用弁償  

 １ （略）   １ （略）  

 幼稚園医 年額 １５２，４００ 〃   幼稚園医 年額 １６１，０００ 〃  

 幼稚園歯科医 年額 １２７，０００ 〃   幼稚園歯科医 年額 １５７，０００ 〃  

 小学校医及び中学校医 年額 １７７，６００ 〃   小学校医 年額 １７８，０００ 〃  

   中学校医 年額 ２０８，０００ 〃  

 小学校歯科医及び中学校歯科医 年額 １４８，０００ 〃   小学校歯科医及び中学校歯科医 年額 １７８，０００ 〃  

 幼稚園薬剤師、小学校薬剤師及

び中学校薬剤師 

年額 １０６，０００ 〃   幼稚園薬剤師、小学校薬剤師及

び中学校薬剤師 

年額 １２１，０００ 〃  

 （略）   （略）  

 保育所嘱託医 年額 １５２，４００ 〃     

 保育所嘱託歯科医 年額 １２７，０００ 〃    
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改    正    前 改    正    後 

    認定こども園医 年額 ２７５，０００ 〃  

   認定こども園歯科医 年額 ２３３，０００ 〃  

   認定こども園薬剤師 年額 １２１，０００ 〃  

 （略）   （略）  

 （略）   （略）  

  

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 橿原市特別職報酬等審議会の答申を受け、非常勤の特別職の職員の報酬額等について改定するもの 
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議第６号 

   橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 

 橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例（昭和３２年橿原市条例第１０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（給与の支給） 

第４条 （略） 

２ 地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、本市の一般職の職員の例によ

る。ただし、期末手当の額は、期末手当支給基準日（以下「基準日」という。）現在に

おける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額、その合計額に１００分の２

０を乗じて得た額並びに同給料月額に１００分の２５を乗じて得た額の合計額を基礎と

して一般職の職員の例により算出して得た額とする。この場合において、橿原市の一般

職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）第１５条第２項中「、

６月に支給する場合においては１００分の１２５、１２月に支給する場合においては１

００分の１２７．５」とあるのは、「、６月に支給する場合においては１００分の１７

２．５、１２月に支給する場合においては１００分の１７７．５」とする。 

（給与の支給） 

第４条 （略） 

２ 地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、本市の一般職の職員の例によ

る。ただし、期末手当の額は、期末手当支給基準日（以下「基準日」という。）現在に

おける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額、その合計額に１００分の２

０を乗じて得た額並びに同給料月額に１００分の２５を乗じて得た額の合計額を基礎と

して一般職の職員の例により算出して得た額とする。この場合において、橿原市の一般

職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）第１５条第２項中「１

００分の１２６．２５」とあるのは、「１００分の１７５」とする。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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理由 ６月及び１２月に支給される本市特別職の職員の期末手当について、支給割合を平準化するため、所要の改定を行うもの 
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議第７号 

   橿原市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

橿原市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（通勤手当） 

第８条の２ （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額（定年前

再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、そ

の額から、その額に１箇月当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める割合を乗じ

て得た額を減じた額）とする。 

（１） 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間（通勤手当の支給の単位となる期間と

して６箇月を超えない範囲で１箇月を単位として市長が規則で定める期間（自動車等

に係る通勤手当にあっては、１箇月）をいう。）につき、市長が規則で定めるところ

により算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以

下この項において「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期

間の月数で除して得た額（以下この号及び第３号において「１箇月当たりの運賃等相

（通勤手当） 

第８条の２ （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額（定年前

再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、そ

の額から、その額に１箇月当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める割合を乗じ

て得た額を減じた額）とする。 

（１） 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところに

より算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（第４

項において「運賃等相当額」という。） 
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改    正    前 改    正    後 

当額」という。）が１５０，０００円を超えるときは、支給単位期間につき、１５０，

０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（当該職員が２以上の交通機関等を利

用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、１箇月当たりの運賃等相

当額の合計額が１５０，０００円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５０，０００円に当該支給単位期間の

月数を乗じて得た額） 

（２） 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、

それぞれ次に定める額（有料で駐車場を利用し、月額１，０００円以上支払っている

職員については、１，０００円を加算する。） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片道５キロ

メートル未満である職員 ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員 ４，２０

０円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である職員 ７，３

００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である職員 １０，

４００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である職員 １３，

５００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である職員 １６，

６００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職員 １９，

 

 

 

 

 

 

（２） 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、６６，４００円を超えない範

囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額 
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改    正    前 改    正    後 

７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職員 ２２，

８００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である職員 ２５，

９００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職員 ２９，

１００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である職員 ３２，

３００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である職員 ３５，

５００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３８，７００円 

（３） 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しな

いで徒歩により通勤したものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車

等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前２号に定める

額（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が１５０，０００円を

超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期

間につき、１５０，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に

定める額又は前号に定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しな

いで徒歩により通勤したものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車

等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前２号に定める

額、第１号に定める額又は前号に定める額 

 

 

 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その所在地

及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号及び第７項において「駐

車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの（規則で定め
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 通勤手当は、支給単位期間（市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で

定める期間）に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。 

 

４ （略） 

 

 

 

５ （略） 

（期末手当） 

第１５条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては１００分の１２

５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７．５を乗じて得た額に、基準日

る職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤

手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない範囲

内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 

（２） 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

４ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以上ある場

合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額及び前項第１号に定める額の合

計額が１５０，０００円を超える職員の通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、

当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５０，

０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。 

５ 通勤手当は、支給単位期間（市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で

定める期間）に係る最初の月（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規

則で定める場合にあっては、その翌月）の市長が規則で定める日に支給する。 

６ （略） 

７ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として６箇

月を超えない範囲内で１箇月を単位として規則で定める期間（自動車等及び駐車場等に

係る通勤手当にあっては、１箇月）をいう。 

８ （略） 

（期末手当） 

第１５条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．２５を乗じて得た額に、基準

日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、
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改    正    前 改    正    後 

以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「６月に

支給する場合においては１００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分

の１２７．５」とあるのは「６月に支給する場合においては１００分の７０、１２月に

支給する場合においては１００分の７２．５」とする。 

４～６ （略） 

（勤勉手当） 

第１６条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割

合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、そ

の者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める

額を超えてはならない。 

（１） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合

においては１００分の１０５、１２月に支給する場合においては１００分の１０７．

５を乗じて得た額の総額 

（２） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務

職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する場合においては１００分の５０、１２月に

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 

（１）～（４） （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２６．２５」とあるのは「１００分の７１．２５」とする。 

 

 

４～６ （略） 

（勤勉手当） 

第１６条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割

合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、そ

の者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める

額を超えてはならない。 

（１） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０６．２

５を乗じて得た額の総額 

 

（２） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務

職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５を乗じて得た額の総額 
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改    正    前 改    正    後 

支給する場合においては１００分の５２．５を乗じて得た額の総額 

３～６ （略） 

 

３～６ （略） 

（橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年橿原市条例第２０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（特定任期付職員に対する給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１４条の３第１項、第１５条第２項及び第１６条

第２項第１号の規定の適用については、給与条例第１４条の３第１項中「前条第１項の規

定に基づく市長が規則で定める職にある職員」とあるのは「橿原市一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年橿原市条例第２０号）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第１５条第２項中「、６月に支給する

場合においては１００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７．

５」とあるのは「、６月に支給する場合においては１００分の９５、１２月に支給する場

合においては１００分の９７．５」と、給与条例第１６条第２項第１号中「扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合にお

いては１００分の１０５、１２月に支給する場合においては１００分の１０７．５を乗じ

て得た額の総額」とあるのは「、６月に支給する場合においては１００分の７７．５、１

２月に支給する場合においては１００分の８０を乗じて得た額の総額」とする。 

３ （略） 

（特定任期付職員に対する給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１４条の３第１項、第１５条第２項及び第１６条

第２項第１号の規定の適用については、給与条例第１４条の３第１項中「前条第１項の規

定に基づく市長が規則で定める職にある職員」とあるのは「橿原市一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年橿原市条例第２０号）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第１５条第２項中「１００分の１２

６．２５」とあるのは「１００分の９６．２５」と、給与条例第１６条第２項第１号中「扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０

６．２５を乗じて得た額の総額」とあるのは「１００分の７８．７５を乗じて得た額の総

額」とする。 

 

 

 

３ （略） 
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（橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例の一部改正） 

第３条 橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例（平成２３年橿原市条例第１６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１５条 給与条例第１５条から第１５条の３まで（第１５条第５項を除く。）の規定は、

フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第１５条第

２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２５、１２月に支給する場合にお

いては１００分の１２７．５」とあるのは、「他の職員との権衡を考慮して市長が規則で

定める割合」と読み替えるものとする。 

２・３ （略） 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第２０条 給与条例第１５条から第１５条の３まで（第１５条第５項を除く。）の規定は、

パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第１５条

第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２５、１２月に支給する場合に

おいては１００分の１２７．５」とあるのは「他の職員との権衡を考慮して市長が規則で

定める割合」と、同条第４項中「において職員が受けるべき給料（育児短時間勤務職員に

あっては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額）及び扶養手当の月額並び

にこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「における職種及び正規の勤務

時間に応じて市長が規則で定める額」と読み替えるものとする。 

２・３ （略） 

（費用弁償） 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１５条 給与条例第１５条から第１５条の３まで（第１５条第５項を除く。）の規定は、

フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第１５条第

２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは、「他の職員との権衡を考慮して市長が規

則で定める割合」と読み替えるものとする。 

 

２・３ （略） 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第２０条 給与条例第１５条から第１５条の３まで（第１５条第５項を除く。）の規定は、

パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第１５条

第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「他の職員との権衡を考慮して市長が規

則で定める割合」と、同条第４項中「において職員が受けるべき給料（育児短時間勤務職

員にあっては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額）及び扶養手当の月額

並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「における職種及び正規の

勤務時間に応じて市長が規則で定める額」と読み替えるものとする。 

 

２・３ （略） 

（費用弁償） 
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改    正    前 改    正    後 

第２１条 パートタイム会計年度任用職員に対して、その通勤に係る費用を、１月当たりの

通勤回数に応じ、給与条例第８条の２（第３項を除く。）の規定を準用して弁償するもの

とする。この場合において、給与条例第８条の２第２項第２号中「次に掲げる職員の区分

に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額」とあるのは「勤務１日につき、橿

原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例（平成２３年橿原市条例第

１６号）別表の通勤距離の区分に応じて費用弁償に定める額」と読み替えるものとし、読

み替えられた給与条例第８条の２第２項第２号において、別表に規定する月額を超える

ときは、月額の額を支給する。 

２ 前項の規定による費用弁償は、給与条例第８条の２第２項第１号の支給単位期間に係

る最初の月の翌月の規則で定める日に支給する。 

 

３ （略） 

別表（第２１条関係） 

通勤距離 費用弁償額

（円） 

月額（円） 

片道２キロメートル以上５キロメートル未満 １００ ２，０００ 

片道５キロメートル以上１０キロメートル未満 ２１０ ４，２００ 

片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満 ３６０ ７，３００ 

片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満 ５２０ １０，４００ 

片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満 ６７０ １３，５００ 

片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満 ８３０ １６，６００ 

第２１条 パートタイム会計年度任用職員に対して、その通勤に係る費用を、１月当たりの

通勤回数に応じ、給与条例第８条の２（第５項を除く。）の規定を準用して弁償するもの

とする。この場合において、給与条例第８条の２第２項第２号中「規則で定める額」とあ

るのは「橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例施行規則（平成

２４年橿原市規則第３６号）で定める額」と読み替えるものとする。 

 

 

 

２ 前項の規定による費用弁償は、給与条例第８条の２第７項の支給単位期間に係る最初

の月の翌月（当該月に費用弁償を支給することが困難な場合として規則で定める場合に

あっては、その翌月）の規則で定める日に支給する。 

３ （略） 



9 

改    正    前 改    正    後 

片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満 ９８０ １９，７００ 

片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満 １，１４０ ２２，８００ 

片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満 １，２９０ ２５，９００ 

片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満 １，４５０ ２９，１００ 

片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満 １，６１０ ３２，３００ 

片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満 １，７７０ ３５，５００ 

片道６０キロメートル以上 １，９３０ ３８，７００ 
 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 一般職の国家公務員の給与改定方針等に鑑み、本市一般職の職員等の通勤手当の改定をするとともに、期末手当及び勤勉手当の支給割合を平準化するため、所要の改正を行うも

の 





1 

議第８号 

   橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

橿原市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力

し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害がある状態となった

場合には９，７００円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額

に比して公正を欠くと認められるときは、１４，５００円を超えない範囲内において

これを増額した額とすることができる。 

（２） 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力

し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害がある状態となった

場合には１０，０００円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日

額に比して公正を欠くと認められるときは、１５，０００円を超えない範囲内におい

てこれを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消 ３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消
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改    正    前 改    正    後 

防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日において、他に生

計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶

養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１号に該当す

る扶養親族については１人につき１００円を、第２号に該当する扶養親族については１

人につき３８３円を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については

１人につき２１７円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 

防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日において、他に生

計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶

養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１号に該当す

る扶養親族については１人につき４３３円を、第２号から第５号までのいずれかに該当

する扶養親族については１人につき２１７円を、それぞれ加算して得た額をもって補償

基礎額とする。 

（１） 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

（２）～（６） （略） （１）～（５） （略） 

４ （略） ４ （略） 

別表（第５条関係）補償基礎額表 別表（第５条関係）補償基礎額表 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 

団長及び副団長 円 

１２，９００ 

円 

１３，７００ 

円 

１４，５００ 

分団長及び副分団長 １１，３００ １２，１００ １２，９００ 

部長、班長及び団員 ９，７００ １０，５００ １１，３００ 
 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 

団長及び副団長 円 

１３，３４０ 

円 

１４，１７０ 

円 

１５，０００ 

分団長及び副分団長 １１，６７０ １２，５００ １３，３４０ 

部長、班長及び団員 １０，０００ １０，８４０ １１，６７０ 
 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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２ この条例による改正後の橿原市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた橿原市消防団員等

公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る同条例第４条第

３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用

し、施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病補償年金等について

は、なお従前の例による。 

 

 

理由 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額及び補償基礎額の加算額について

改正を行うもの 
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議第９号 

   橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について 

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

（略） 

教育委員会 （略） 

橿原市中学校部活動地

域移行協議会 

部活動地域移行の推進に関する事

項についての調査及び審議に関す

る事務 

１５人以内

（略） 
 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

（略） 

教育委員会 （略） 

橿原市中学校部活動地

域展開協議会 

部活動地域展開の推進に関する事

項についての調査及び審議に関す

る事務 

１５人以内

（略） 
 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の際、現に改正前の橿原市執行機関の附属機関に関する条例の規定による橿原市中学校部活動地域移行協議会の委員として委嘱されている者は、改正後の橿原 

 市執行機関の附属機関に関する条例の規定による橿原市中学校部活動地域展開協議会の委員として委嘱された者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、令和９年４月３０ 

 日までとする。 

 （橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 

 

 

（略） 

橿原市中学校部活動地域移行協議会の

委員 

日額 １０，０００ 〃 

（略） 

（略） 
 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 

 

 

（略） 

橿原市中学校部活動地域展開協議会の

委員 

日額 １０，０００ 〃 

（略） 

（略） 
 

 

理由 執行機関の附属機関について、文部科学省のガイドラインにおいて地域クラブ活動の推進等に関する取組の名称が変更されたことに伴い、所要の改正を行うも 

  の 
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議第１０号 

   橿原市立学校、幼稚園設置条例の一部を改正する条例の一部改正について 

 橿原市立学校、幼稚園設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

   橿原市立学校、幼稚園設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

橿原市立学校、幼稚園設置条例の一部を改正する条例（令和５年橿原市条例第１６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

附 則 

この条例中第１条の規定は令和６年４月１日から、第２条の規定は公布の日から起算し

て３年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

附 則 

この条例中第１条の規定は令和６年４月１日から、第２条の規定は公布の日から起算し

て４年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理由 橿原市教育施設再配置実施計画に基づく白橿小学校の移転の時期に変更があったため、所要の改正を行うもの 
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議第１１号 

   橿原市学校給食共同調理場条例の一部改正について 

 橿原市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

   橿原市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例 

 橿原市学校給食共同調理場条例（平成１４年橿原市条例第１１号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（業務） （業務） 

第３条 共同調理場は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第２条に掲げる目標を

達成するため、次に掲げる小中学校の学校給食の調理、輸送その他必要な業務を行う。 

第３条 共同調理場は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第２条に掲げる目標を

達成するため、次に掲げる小中学校の学校給食の調理、輸送その他必要な業務を行う。 

（１） （略） （１） （略） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ （２） 香久山小学校 

（２）～（４） （略） （３）～（５） （略） 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 白橿共同調理場で給食調理等を行う学校を新たに１校加えるため、所要の改正を行うもの 
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議第１２号 

   橿原市国民健康保険税条例の一部改正について 

橿原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

橿原市国民健康保険税条例（昭和３１年橿原市条例第４９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、国民健康保険課税被保険者（前条第１項の世帯主及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に係る世帯に属する

国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が６５０，０００円

を超える場合においては、基礎課税額は６５０，０００円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、国民健康保険課税被保険者（前条第１項の世帯主及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に係る世帯に属する

国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が６６０，０００円

を超える場合においては、基礎課税額は６６０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、国民健康保険課税被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が２４０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

２４０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、国民健康保険課税被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が２６０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

２６０，０００円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 
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改    正    前 改    正    後 

第２０条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民

健康保険税の額は、基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６５０，０００円を超える場合には、６５０，０００円）、後期高齢者支援

金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が２４０，

０００円を超える場合には、２４０，０００円）並びに介護納付金課税額からオに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１

７０，０００円）の合算額とする。 

第２０条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民

健康保険税の額は、基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６６０，０００円を超える場合には、６６０，０００円）、後期高齢者支援

金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が２６０，

０００円を超える場合には、２６０，０００円）並びに介護納付金課税額からオに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１

７０，０００円）の合算額とする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の橿原市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 

 

 

理由 地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたため、所要の改正を行うもの 
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議第１３号 

橿原市昆虫館整備基金条例の制定について 

橿原市昆虫館整備基金条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

                           橿原市長 亀田 忠彦    

橿原市昆虫館整備基金条例 

（設置） 

第１条 橿原市昆虫館（以下「昆虫館」という。）の施設整備及び拡充に使用することを趣

旨とし、三和澱粉工業株式会社から寄附された指定寄附金を適正に管理するため、橿原

市昆虫館整備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、指定寄附金及び橿原市一般会計歳入歳出予算（以下

「予算」という。）で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

（繰替運用） 

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

２ 前項の利率は、市が借入れする長期債に準じ市長の定める率とする。 

（運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとす

る。 

（処分） 

第６条 基金は、その設置目的に沿った経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一

部を予算の定めるところにより処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理由 三和澱粉工業株式会社から寄附された指定寄附金を基金として管理するため、地方

自治法第２４１条第１項の規定に基づき、条例を制定するもの 
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議第１４号 

橿原市昆虫館条例の一部改正について 

橿原市昆虫館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市昆虫館条例の一部を改正する条例 

橿原市昆虫館条例（平成元年橿原市条例第２１号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（観覧料） 

第５条 昆虫館の展示場に入館しようとする者（以下「入館者」という。）は、別表に掲

げる観覧料を納めなければならない。 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（観覧料） 

第５条 昆虫館の展示場に入館しようとする者（以下「入館者」という。）は、別表第１

に掲げる観覧料を納めなければならない。 

２・３ （略） 

（使用の許可） 

第６条 昆虫館の別表第２に掲げる施設（以下「有料施設」という。）において、一時的

な飲食の提供又は物品等の販売を目的として使用する場合は、市長の許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 市長は、有料施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付す

ことができる。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用を許可しないことが

できる。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると

き。 

（３） 昆虫館の管理運営上支障があると認めるとき。 

（許可の取消し等） 

第７条 市長は、前条第１項の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の

各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用の許可（以下「使用許可」とい

う。）の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができ

る。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市は、賠償の責めを負

わない。 

（１） この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく指示に違反

したとき。 

（２） 偽りその他の不正の手段により使用許可を受けたとき。 

（３） 第４条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 

（使用者の責務） 

第８条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則に違反しないこと。 

（２） 善良な管理者の注意をもって施設等を使用すること。 

（使用料等） 

第９条 使用者は、別表第２に定める使用料（以下「使用料」という。）を納付しなけれ

ばならない。 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条・第７条 （略） 

別表（第５条関係） （略） 

 

 

 

 

２ 使用料は、使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に

必要があると認めるときは、この限りでない。 

３ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、そ

の全部又は一部を還付することができる。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１０条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に有料施設を使用し、又はその使用の

権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（施設の模様替え等） 

第１１条 使用者は、有料施設の使用に際し、有料施設の模様替え又は特別の設備を設置

し、若しくは備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受

けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１２条 使用者は、有料施設の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたとき

は、使用した有料施設を速やかに原状に回復しなければならない。 

２ 使用者が前項に規定する義務を履行しなかったときは、市長がこれを代行し、その費

用は、使用者が負担しなければならない。 

第１３条・第１４条 （略） 

別表第１（第５条関係） （略） 

別表第２（第６条・第９条関係） 

区分 単位 使用料 

多目的広場 １日（９：３０～１６：００） ３，０００円 

屋上テラス 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

備考 

１ 橿原市に住所を有しない者が使用する場合の使用料は、上表に定める使用料の額

に１．５を乗じて得た額とする。 

２ 多目的広場及び屋上テラスの使用許可はキッチンカー等（キッチンカー、移動販

売車、屋台等その他昆虫館利用者の利便性の向上に資するものをいう。）の出店に

限り、使用料は店舗ごとに徴収するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月２９日から施行する。 

（準備行為） 

第２条 使用許可の申請その他有料施設を供用するために必要な準備行為については、この条例の施行前においても行うことができる。 

 

 

理由 橿原市昆虫館における施設利用者の利便性向上のため館内施設の一部の供用を開始することに伴い、使用料等を定めるため、所要の改正を行うもの 
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議第１５号 

橿原市教育・保育の実施に関する条例等の一部改正について 

橿原市教育・保育の実施に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市教育・保育の実施に関する条例等の一部を改正する条例 

（橿原市教育・保育の実施に関する条例の一部改正） 

第１条 橿原市教育・保育の実施に関する条例（昭和６２年橿原市条例第６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」

という。）第１９条から第２６条までに規定する教育・保育給付認定等及び同法第３０

条の４から第３０条の１０までに規定する施設等利用給付認定等並びに児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第２４条の規定による保育の実施及び支援法第４２条第１項

又は第５４条第１項の規定によるあっせん又は要請その他の教育・保育の実施に関し必

要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」

という。）第１９条から第２６条までに規定する教育・保育給付認定等及び同法第３０

条の４から第３０条の１０までに規定する施設等利用給付認定等並びに児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第２４条の規定による保育の実施及び支援法第４２条第１項

又は第５４条第１項の規定によるあっせん又は要請、支援法第３０条の１４から第３０

条の１９までに規定する乳児等支援給付認定等並びに支援法第５９条に規定する地域

子ども・子育て支援事業その他の教育・保育の実施に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （乳児等支援給付認定等） 

 第６条 支援法第３０条の１４から第３０条の１９までに規定する乳児等支援給付認定

等に関して必要な事項は、別に規則で定める。 
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改    正    前 改    正    後 

 （地域子ども・子育て支援事業の実施のための方策） 

 第７条 市長は、地域子ども・子育て支援事業の実施のため必要と認めるときは、予算の

範囲内において補助その他の必要な方策を講じるものとする。 

（委任） （委任） 

第６条 （略） 第８条 （略） 

（橿原市立幼稚園預かり保育条例の一部改正） 

第２条 橿原市立幼稚園預かり保育条例（平成２０年橿原市条例第２号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

橿原市立幼稚園預かり保育条例 橿原市預かり保育事業等実施条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、橿原市立幼稚園（以下「幼稚園」という。）において預かり保育を

実施することにより、幼児の健やかな成長を図り、保護者の子育てを支援することを目

的とする。 

第１条 この条例は、市立園（幼稚園（橿原市立学校、幼稚園設置条例（昭和３９年橿原

市条例第１１号）別表に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）及び認定こども園（橿原

市立認定こども園設置条例（令和７年橿原市条例第２４号）第２条に規定する幼保連携

型認定こども園をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）において預かり保育事業（子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」という。）第７条第１

０項第５号に規定する事業をいう。以下同じ。）、一時預かり事業（児童福祉法施行規

則（昭和２３年厚生省令第１１号）第３６条の３５第１号に規定する一般型一時預かり

事業をいう。以下同じ。）、延長保育事業（支援法第５９条第２号に規定する時間外保

育をいう。以下同じ。）及び乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号。以下「児福法」という。）第６条の３第２３項に規定する事業をいう。以下同じ。）
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改    正    前 改    正    後 

を実施することにより、小学校就学前子どもの健やかな成長を図り、保護者の子育てを

支援することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、支援法及び児福法において使用する用

語の例による。 

（１） 園児 入園の許可を受け、現に幼稚園に在園している幼児をいう。  

（２） 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６

条第１項に規定する小学校就学前子どもをいう。 

 

（３） 保護者 子ども・子育て支援法第６条第２項に規定する保護者をいう。  

（４） 預かり保育 子ども・子育て支援法第７条第１０項第５号に規定する事業をい

う。 

 

（５） 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法第３０条の５第３項に規定

する施設等利用給付認定保護者をいう。 

 

（預かり保育の実施） （預かり保育事業の実施） 

第３条 橿原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、橿原市立学校、幼稚園設

置条例（昭和３９年橿原市条例第１１号）別表に規定する幼稚園において預かり保育を

実施する。 

第３条 教育委員会（橿原市教育委員会をいう。以下同じ。）は、幼稚園において預かり

保育事業を実施する。 

２ 預かり保育の実施は原則週５日とし、実施日及び実施時間は、教育委員会が規則で定

める。 

２ 市長は、認定こども園において預かり保育事業を実施する。 

 ３ 預かり保育事業の実施日及び実施時間は、教育委員会及び市長がそれぞれ規則で定め

る。 

 （預かり保育事業の利用対象者） 
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改    正    前 改    正    後 

 第４条 預かり保育事業は、市立園に在籍する小学校就学前子ども（支援法第１９条第１

号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当するものに限る。）に限り、利用すること

ができる。 

（利用の承認） （預かり保育事業の利用の承認） 

第４条 預かり保育を利用しようとする保護者は、教育委員会の承認を受けなければなら

ない。 

第５条 預かり保育事業を利用しようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育委員会

又は市長に対して利用を申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 教育委員会は、預かり保育を実施することが困難であると認めるときは、前項の承認

をしないことができる。 

２ 教育委員会及び市長は、市立園の管理運営上支障があるときは、前項の承認をしない

ことができる。 

（預かり保育料） （預かり保育料） 

第５条 預かり保育の利用の承認を受けた保護者（子ども・子育て支援法第３０条の４第

２号又は同条第３号に掲げる小学校就学前子どもの施設等利用給付認定保護者を除

く。）は、園児１人につき１日８００円以下で、預かり保育の時間に応じ教育委員会が

規則で定める額を預かり保育料として納付しなければならない。 

第６条 前条第１項の承認を受けた保護者は、預かり保育事業の利用時間に応じ市長が規

則で定める額を預かり保育料として納付しなければならない。ただし、法定代理受領（法

第３０条の１１第３項の規定により市町村が施設等利用給付認定保護者に代わり、特定

子ども・子育て支援提供者に対して支払うものをいう。以下同じ。）として支払を受け

る場合は、その限りではない。 

２ 前項に規定する預かり保育料は、市長が指定する日に徴収する。 ２ 既納の預かり保育料は、還付しない。ただし、次条の規定により利用の承認を取り消

したときは、その限りではない。 

３ 既納の預かり保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるとき

は、その全部又は一部を還付することができる。 

 

（承認の取消し） （預かり保育事業の承認の取消し） 

第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用の承認

を取り消すことができる。 

第７条 教育委員会及び市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第５条第１項の

承認を取り消すものとする。 

（１） 保護者が園児を退園させ、若しくは転園させ、又は休園させたとき。 （１） 第４条の要件を満たさなくなったとき。 
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改    正    前 改    正    後 

（２） 偽りその他不正な手段により預かり保育の利用の承認を受けたとき。 （２） 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。 

（３） その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。 （３） 市立園が休業したときその他預かり保育事業の実施が困難と認めるとき。 

 （一時預かり事業の実施） 

 第８条 市長は、規則で定める認定こども園において一時預かり事業を実施する。 

 ２ 一時預かり事業の実施日及び実施時間並びに定員及び小学校就学前子ども１人当た

りの利用回数は、規則で定める。 

 （一時預かり事業の利用対象者） 

 第９条 一時預かり事業は、本市に居住する小学校就学前子どもに限り、利用することが

できる。 

 （一時預かり事業の利用の承認） 

 第１０条 一時預かり事業を利用しようとする小学校就学前子どもの保護者は、市長に対

して利用を申請し、その承認を受けなければならない。 

 ２ 市長は、前項の承認をするに当たり、前項に掲げる小学校就学前子どもがその在籍す

る施設及び事業から教育及び保育の提供を受けることのできる標準的な一日当たりの

時間及び期間その他の事情を考慮して、優先して利用を認めることのできる区分を設け

ることができる。 

 ３ 市長は、定員を超過するとき又は認定こども園の管理運営上支障があるときは、第１

項の承認をしないことができる。 

 （一時預かり保育料） 

 第１１条 前条第１項の承認を受けた保護者は、その承認を受けた利用予定時間に応じ市

長が規則で定める額を、一時預かり保育料として納付しなければならない。 

 ２ 既納の一時預かり保育料は、還付しない。ただし、次条の規定により利用の承認を取
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改    正    前 改    正    後 

り消したときは、その限りではない。 

 （一時預かり事業の承認の取消し） 

 第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１０条第１項の承認を取り

消すものとする。 

 （１） 第９条の要件を満たさなくなったとき。 

 （２） 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。 

 （３） 認定こども園が休業したときその他一時預かり事業の実施が困難と認めると

き。 

 （延長保育事業の実施） 

 第１３条 市長は、認定こども園において延長保育事業を実施する。 

 ２ 延長保育事業の実施日及び実施時間は、規則で定める。 

 （延長保育事業の利用対象者） 

 第１４条 延長保育事業は、認定こども園に在籍する小学校就学前子ども（支援法第１９

条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当するものに限る。）に限

り、利用することができる。 

 （延長保育事業の利用の承認） 

 第１５条 延長保育事業を利用しようとする小学校就学前子どもの保護者は、市長に対し

て利用を申請し、その承認を受けなければならない。 

 ２ 市長は、認定こども園の管理運営上支障があるときは、前項の承認をしないことがで

きる。 

 （延長保育料） 

 第１６条 前条第１項の承認を受けた保護者は、延長保育事業の利用時間に応じ市長が規
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改    正    前 改    正    後 

則で定める額を延長保育料として納付しなければならない。 

 ２ 既納の延長預かり保育料は、還付しない。ただし、次条の規定により利用の承認を取

り消したときは、その限りではない。 

 （延長保育事業の承認の取消し） 

 第１７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１５条第１項の承認を取り

消すものとする。 

 （１） 第１４条の要件を満たさなくなったとき。 

 （２） 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。 

 （３） 認定こども園が休業したときその他延長保育事業の実施が困難と認めるとき。 

 （乳児等通園支援事業の実施） 

 第１８条 市長は、規則で定める認定こども園において乳児等通園支援事業を実施する。 

 ２ 乳児等通園支援事業の実施日及び実施時間並びに定員は、規則で定める。 

 （乳児等通園支援事業の利用対象者） 

 第１９条 乳児等通園支援事業は、支給対象小学校就学前子どもに限り、利用することが

できる。 

 （乳児等通園支援事業の利用の承認） 

 第２０条 乳児等通園支援事業を利用しようとする乳児又は幼児の保護者は、市長に対し

て利用を申請し、その承認を受けなければならない。 

 ２ 市長は、前項の承認をするに当たり、橿原市特定乳児等通園支援事業の運営基準を定

める条例（令和７年橿原市条例第３６号）第６条に規定する区分に定めるところにより

利用者を決定するものとする。 

 ３ 市長は、定員を超過するとき又は認定こども園の管理運営上支障があるときは、前項
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改    正    前 改    正    後 

の承認をしないことができる。 

 （乳児等通園支援事業利用料） 

 第２１条 前条第１項の承認を受けた保護者は、乳児等通園支援事業の利用を約した時間

に応じ市長が規則で定める額を乳児等通園支援事業利用料として納付しなければなら

ない。 

 ２ 既納の乳児等通園支援事業利用料は、還付しない。ただし、次条の規定により減免を

決定したとき又は第２３条の規定により利用の承認を取り消したときは、その限りでは

ない。 

 （乳児等通園支援事業利用料の減免） 

 第２２条 市長は、別に規則で定めるところにより、前条に規定する乳児等通園支援事業

利用料の徴収に際し、これを減額し、又は免除することができる。 

 （乳児等通園支援事業の承認の取消し） 

 第２３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第２０条第１項の承認を取り

消すものとする。 

 （１） 第１９条の要件を満たさなくなったとき。 

 （２） 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。 

 （３） 認定こども園が休業したときその乳児等通園支援事業の実施が困難と認めると

き。 

（保護者の責務）  

第７条 預かり保育を利用する場合の園児の送迎は、当該園児の保護者の責任において行

うものとする。 

 

２ 預かり保育の利用に際し園児が疾病等にかかり、又は疾病等にかかっている疑いがあ  



9 

改    正    前 改    正    後 

るときは、当該園児の保護者は、当該幼稚園の園長の指示に従わなければならない。 

（委任） （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 第２４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び

教育委員会がそれぞれ規則で定める。 

（橿原市立認定こども園設置条例の一部改正） 

第３条 橿原市立認定こども園設置条例（令和７年橿原市条例第２４号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（事業） （事業） 

第３条 幼保連携型認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。 第３条 幼保連携型認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 延長保育事業（規則で定める保育時間を超えて保育を行う事業をいう。以下同

じ。） 

（２） 橿原市預かり保育事業等実施条例（平成２０年橿原市条例第２号）に規定する

事業 

（３） 預かり保育事業（子ども・子育て支援法第７条第１０項第５号に規定する事業

をいう。以下同じ。） 

 

（４） （略） （３） （略） 

２ 市長が規則で定める幼保連携型認定こども園においては、一時預かり事業（児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第７項に規定する一時預かり事業をいう。

以下同じ。）及び乳児等通園支援事業（児童福祉法第６条の３第２３項に規定する乳児

等通園支援事業をいう。以下同じ。）を行う。 

 

３ 前２項に掲げる事業の実施に関することは、市長が規則で定める。  
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改    正    前 改    正    後 

（利用料金等）  

第４条 前条第１項第２号若しくは第３号又は前条第２項に掲げる事業を利用しようと

する小学校就学前子どもの保護者（子ども・子育て支援法第６条第２項に規定する保護

者をいう。）は、別に定めるところにより、次の利用料金を納付しなければならない。 

 

（１） 延長保育事業の利用料 市長が別に規則で定める額  

（２） 預かり保育事業の利用料 橿原市立幼稚園預かり保育条例（平成２０年橿原市

条例第２号）の定める額 

 

（３） 一時預かり事業の利用料 市長が別に規則で定める額  

（４） 乳児等通園支援事業の利用料 市長が別に規則で定める額  

２ 市長は、前項に定めるもののほか、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を

徴収することができる。 

 

（利用料金等の減免）  

第５条 市長は、別に規則で定めるところにより、前条に規定する利用料金等の徴収に際

し、これを減額し、又は免除することができる。 

 

（委任） （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

（橿原市特定乳児等通園支援事業の運営基準を定める条例の一部改正） 

第４条 橿原市特定乳児等通園支援事業の運営基準を定める条例（令和７年橿原市条例第３６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

 （利用者負担額） 



11 

改    正    前 改    正    後 

 第５条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を受ける場合において、市長が乳児

等支援給付認定保護者について規則で定める基準に該当するものとして減免を決定し

たときは、基準府令第１２条第２項に掲げる額のうち、当該規則で定める額の支払を受

けることができない。 

 （利用者の決定） 

 第６条 特定乳児等通園支援事業者は、利用の申込みをした支給対象小学校就学前子ども

の数が利用定員を超えるときは、当該支給対象小学校就学前子どもが本市に居住するも

のであるかどうかその他の事情を考慮して市長が規則で定める優先して利用を認める

ことのできる区分に従い、利用者を決定するものとする。 

（委任） （委任） 

第５条 （略） 第７条 （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（橿原市立幼稚園保育料条例の廃止） 

第２条 橿原市立幼稚園保育料条例（昭和３２年橿原市条例第１３号）は、廃止する。 

 

 

理由 橿原市立認定こども園の設置に伴い、市立園における事業に関する規定を整理等するため、所要の改正を行うもの 
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議第１６号 

   橿原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準を定める条例及び橿原市家庭的保育事業等の運営基準等を定める条例の一部改正に 

ついて 

橿原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準を定める条例及び橿原市家庭的保育事業等の運営基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準を定める条例及び橿原市家庭的保育事業等の運営基準等を定める条例の一部を改正 

する条例 

（橿原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準を定める条例の一部改正） 

第１条 橿原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準を定める条例（令和３年橿原市条例第３６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

（暴力団排除のための措置） （暴力団排除のための措置） 

第４条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、暴力団又は暴力団員（橿原市

暴力団排除条例（平成２３年橿原市条例第２３号）第２条に規定する暴力団又は暴力団

員をいう。以下同じ。）と社会的に非難されるべき関係にあるものであってはならな

い。 

第４条 特定教育・保育施設等は、暴力団又は暴力団員（橿原市暴力団排除条例（平成２

３年橿原市条例第２３号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員をいう。以下同じ。）

と社会的に非難されるべき関係にあるものであってはならない。 

２ 特定教育・保育施設は、役員等が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないよう、

施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないよう必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 特定教育・保育施設等は、役員等が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないよ

う、施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないよう必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（利用者負担額） （利用者負担額） 
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改    正    前 改    正    後 

第５条 特定教育・保育施設は、法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）のうち、その

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者

に係る市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満である場合は、特定教育・保育に

おける食事の提供に要する費用のうち、副食の提供に要する費用の支払を受けることが

できない。 

第５条 特定教育・保育施設は、法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）のうち、その

法第２７条第３項第２号又は第２８条第２項各号の規定による利用者負担額の算定に係

る市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満である場合は、特定教育・保育におけ

る食事の提供に要する費用のうち、副食の提供に要する費用の支払を受けることができ

ない。 

 （地域限定保育士） 

 第６条 特定教育・保育施設等は、地域限定保育士（児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第１８条の２９に規定するものをいう。以下同じ。）に同法第１８条の２８第２

項の業を行わせる場合には、地域限定保育士の名称を用いさせなければならない。 

 ２ 特定教育・保育施設等は、前項の規定により地域限定保育士の名称を用いさせる場合

には、当該地域限定保育士に対し、児童福祉法第１８条の２８第１項の登録を受けた認

定地方公共団体が奈良県であることを明示させなければならない。 

 ３ 特定教育・保育施設等は、基準府令第３４条第１項又は第４９条第１項に規定する職

員に関する記録を整備するに当たっては、児童福祉法第１８条の６第３号に掲げる事実

を証明できるように配慮しなければならない。 

 （補助等） 

 第７条 特定教育・保育施設等は、市長が特定教育・保育又は特定地域型保育の実施のた

めに交付するものとして規則で定める補助を受ける場合には、その規則の規定に従い事

務を処理しなければならない。 

（委任） （委任） 

第６条 （略） 第８条 （略） 

（橿原市家庭的保育事業等の運営基準等を定める条例の一部改正） 
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第２条 橿原市家庭的保育事業等の運営基準等を定める条例（令和３年橿原市条例第３７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（基準） （基準） 

第３条 運営基準等は、次条以下に定めるもののほか、基準省令（附則を除く。）の定め

るところによる。 

第３条 運営基準等は、次条以下に定めるもののほか、基準省令（附則並びに第２９条第

１項、第３１条第１項、第４４条第１項及び第４７条第１項中、地域限定保育士又は国

家戦略特別区域限定保育士に関する規定を除く。）の定めるところによる。 

２ （略） ２ （略） 

 （その他） 

 第８条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等の認可又は運営に関して市長と協議し

て定めた事項がある場合には、当該事項を遵守しなければならない。 

（委任） （委任） 

第８条 （略） 第９条 （略） 

 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前にされた第２条の規定による改正前の橿原市家庭的保育事業等の運営基準等を定める条例第８条の規定に基づき協議して定めた事項（その内容が

変更されている場合には、その変更後の事項。）は、第２条の規定による改正後の橿原市家庭的保育事業等の運営基準等を定める条例第８条の規定に基づき協議して

定めた事項とみなす。 

 

 

理由 児童福祉法等の改正に伴い、地域限定保育士に関する規定を整理等するため、所要の改正を行うもの 
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議第１７号 

   橿原市しらかしこども広場条例の制定について 

 橿原市しらかしこども広場条例を次のように定める。 

   令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦    

   橿原市しらかしこども広場条例 

（設置） 

第１条 子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての悩みを相談できる場を提供す

ることにより、子育ての不安を軽減し、子どもの健やかな育ちを支援するとともに、

子育て支援事業を通した地域交流を推進するため、しらかしこども広場（以下「広場」

という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

しらかしこども広場 橿原市白橿町８丁目１９番２号 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）乳児 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第４条第１

項第１号に規定する乳児をいう。 

（２）幼児 法第４条第１項第２号に規定する幼児をいう。 

（事業） 

第４条 広場においては、次に掲げる事業を行う。 

（１）地域子育て支援拠点事業（法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業

をいう。）に関すること。 

（２）子育て支援に係る関係者相互の連携を図るための事業に関すること。 

（利用できる者の範囲） 

第５条 広場を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）橿原市に居住する乳児及び幼児並びにその保護者 

（２）子育て支援に関する活動に携わる者及び携わろうとする者 
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（３）前２号に掲げるもののほか、市長が広場を利用することが適当であると認める者 

（行為の制限） 

第６条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければな

らない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

（１）物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。 

（２）印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。 

（３）立入りを禁止された箇所に入ること。 

（４）展示会、集会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して使

用すること。 

（入館の制限） 

第７条 市長は、広場に入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当

するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。 

（１）公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

（２）広場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。 

（３）動物類（身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）に規定する身体障害者補

助犬及び市長が特に必要と認める動物類を除く。）を携帯しているとき。 

（４）許可を受けないで物品の販売、展示その他営利行為をしようとするとき。 

（５）広場の管理の業務に従事する者の指示に従わないとき。 

（６）前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。 

 （遵守事項及び指示） 

第８条 市長は、広場に入館する者が遵守すべき事項を定め、かつ、管理上必要があると

認めるときは、その者に対し、必要な指示をすることができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 橿原市白橿児童センターの廃止に伴い、橿原市子育て支援センターを橿原市しらか

しこども広場に名称を変更して設置するため、地方自治法第２４４条の２第１項の規
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定に基づき、条例を制定するもの 

 





1 

議第１８号 

  橿原市介護保険条例の一部改正について 

橿原市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市介護保険条例の一部を改正する条例 

橿原市介護保険条例（平成１２年橿原市条例第１０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

   附 則 

 

   附 則 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第４条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において市に住所を有しない

者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市に住

所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により市の住民基本台帳に記録されている

者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において同じ。）のう

ち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法

第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５１，０００円

以上６５１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定に

ついての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１

１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の

規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租
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改    正    前 改    正    後 

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２

第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得

金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計

所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金

額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得

金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第

１項に規定する給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額を加えた額に

よるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金

額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年

中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満である者に限

る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７

号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１

４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中

「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所

得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条

の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する
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改    正    前 改    正    後 

特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給

与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定に

よって計算した金額に１００，０００円を加えた額によるものとし、租税特別措置法に

よる特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規

定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零

とする。以下同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年

中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満である者

に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、

第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、

第１４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号

ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第

３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規

定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零

とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規

定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項
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改    正    前 改    正    後 

の規定によって計算した金額に６５０，０００円から令和７年給与所得控除額（令和７

年中の所得税法第２８条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金

額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改

正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額として、同表に

より当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額

をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控

除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以

下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第５条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項

の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員

のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれか

に該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町

村民税が課されている者とみなす。 

（１） 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料

の賦課期日において市に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年度分の地方

税法の規定による市町村民税の賦課期日において市に住所を有するもの（同法第２９

４条第３項の規定により市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含

む。） 

（２） 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げ
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改    正    前 改    正    後 

る場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満で

あり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未

満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して得た額

が１００，０００円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００

円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、６５０，０００円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入

金額を別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の

給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場

合 

（３） 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げ

る場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満で

あり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該市

町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給

与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未

満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い当
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改    正    前 改    正    後 

該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が１００，

０００円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００

円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従

い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６

５０，０００円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表

第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控

除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項の規

定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同

項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、

同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する減免の特例） 

第６条 令和８年度に限り、市長は、第１０条第１項の規定にかかわらず、令和７年度分

の地方税法の規定による市町村民税が課されていない第１号被保険者、当該第１号被保

険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、令和７年度税制見直しによる地

方税の給与所得控除の最低保障額引上げの決定を受けて、令和８年度分の地方税法の規

定による市町村民税が引き続き課されないよう、非課税の基準から控除の引上げ分の範

囲の就労調整を行った者がいるときは、当該第１号被保険者の保険料率を、当該該当す

る者について同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者とみな

して算定した保険料率に相当する額まで減免することができる。 

２ 第１０条第３項の規定にかかわらず、前項の規定による減免は、申請によらずに行う
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改    正    前 改    正    後 

ことができる。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 介護保険法施行令の一部改正により、令和８年度の保険料の算定に特例を設けるため、所要の改正を行うもの 





1 

議第１９号 

   橿原市手数料徴収条例の一部改正について 

橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

橿原市手数料徴収条例（平成１２年橿原市条例第３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 事務 手数料の額 

（略） 

６７の２ 要除

却認定マンショ

ンの建替えに係

る容積率の特例

許可申請手数料 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平

成１４年法律第７８号）第１０５条第１項の規定

に基づく要除却認定マンションの建替えにより新

たに建築されるマンションに係る容積率の特例の

許可の申請に対する審査 

 

 

１件につき １

６０，０００円 

（略） 
 

名称 事務 手数料の額 

（略） 

６７の２ 要除

却等認定マンシ

ョンの建替え又

は更新に係る容

積率等の特例許

可申請手数料 

マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成

１４年法律第７８号）第１６３条の５９第１項の

規定に基づく要除却等認定マンションの建替えに

より新たに建築されるマンション又は要除却等認

定マンションの更新がされるマンションに係る容

積率又は各部分の高さの特例の許可の申請に対す

る審査 

１件につき １

６０，０００円 

（略） 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の橿原市手数料徴収条例別表の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前

の例による。 

 

 

理由 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正により、要除却等認定を受けたマンションの特例許可申請の対象等が追加されるため、所要の改正を行う

もの 
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議第２０号 

橿原市道路占用料に関する条例等の一部改正について 

橿原市道路占用料に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年３月２日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市道路占用料に関する条例等の一部を改正する条例 

（橿原市道路占用料に関する条例の一部改正） 

第１条 橿原市道路占用料に関する条例（昭和３１年橿原市条例第３５号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

占用物件 
基準 単位に対する占用料 

（単位 円） 期間 単位 

法第３２条第

１項第１号に

掲げる工作物 

第１種電柱 年 １本 ８００

第２種電柱 １，２００

第３種電柱 １，７００

第１種電話柱 ７１０

第２種電話柱 １，１００

第３種電話柱 １，６００

その他の柱類 ７１

共架電線その他上空に

設ける線類 

１メートル ７

占用物件 
基準 単位に対する占用料 

（単位 円） 期間 単位 

法第３２条第

１項第１号に

掲げる工作物 

第１種電柱 年 １本 ９４０

第２種電柱 １，４００

第３種電柱 ２，０００

第１種電話柱 ８４０

第２種電話柱 １，３００

第３種電話柱 １，８００

その他の柱類 ８４

共架電線その他上空に

設ける線類 

１メートル ８



2 

改    正    前 改    正    後 

地下に設ける電線その

他の線類 

４

路上に設ける変圧器 １個 ７００

変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

１，４００

郵便差出箱及び信書便

差出箱 

６００

地下に設ける変圧器 １平方メート

ル 

４３０

広告塔 ４，８００

その他のもの １，４００

法第３２条第

１項第２号に

掲げる物件 

外径が０．０７メート

ル未満のもの 

年 １メートル ３０

外径が０．０７メート

ル以上０．１メートル

未満のもの 

４３

外径が０．１メートル

以上０．１５メートル

未満のもの 

６４

外径が０．１５メート

ル以上０．２メートル

未満のもの 

８６

地下に設ける電線その

他の線類 

５

路上に設ける変圧器 １個 ８２０

変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

１，７００

郵便差出箱及び信書便

差出箱 

７１０

地下に設ける変圧器 １平方メート

ル 

５００

広告塔 ５，４００

その他のもの １，７００

法第３２条第

１項第２号に

掲げる物件 

外径が０．０７メート

ル未満のもの 

年 １メートル ３５

外径が０．０７メート

ル以上０．１メートル

未満のもの 

５０

外径が０．１メートル

以上０．１５メートル

未満のもの 

７６

外径が０．１５メート

ル以上０．２メートル

未満のもの 

１００



3 

改    正    前 改    正    後 

外径が０．２メートル

以上０．３メートル未

満のもの 

１３０

外径が０．３メートル

以上０．４メートル未

満のもの 

１７０

外径が０．４メートル

以上０．７メートル未

満のもの 

３００

外径が０．７メートル

以上１．０メートル未

満のもの 

４３０

外径が１．０メートル

以上のもの 

８６０

法第３２条第

１項第３号に

掲げる施設 

自動

運行

補助

施設 

法第２

条第２

項第５

号に規

定する

自動運

行装置

による

地下に設

けるもの 

年 １メートル ４

その他の

もの 

１４

外径が０．２メートル

以上０．３メートル未

満のもの 

１５０

外径が０．３メートル

以上０．４メートル未

満のもの 

２００

外径が０．４メートル

以上０．７メートル未

満のもの 

３５０

外径が０．７メートル

以上１．０メートル未

満のもの 

５００

外径が１．０メートル

以上のもの 

１，０００

法第３２条第

１項第３号に

掲げる施設 

自動

運行

補助

施設 

法第２

条第２

項第５

号に規

定する

自動運

行装置

による

地下に設

けるもの 

年 １メートル ５

その他の

もの 

１７



4 

改    正    前 改    正    後 

検知の

対象と

して設

置する

導線そ

の他の

線類 

道路の構造又は

交通の状況を表

示する標示柱そ

の他の柱類 

１本 １，１００

その他

のもの 

上空に設

けるもの 

１平方メート

ル 

７１０

地下に設

けるもの 

１平方メート

ル 

４３０

その他のもの １平方メート

ル 

１，４００

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 年 １平方メート

ル 

１，４００

法第３２条第

１項第５号に

掲げる施設 

地下街及び

地下室 

階数が１

のもの 

年 １平方メート

ル 

Ａに０．００４を乗じて

得た額 

階数が２ Ａに０．００６を乗じて

検知の

対象と

して設

置する

導線そ

の他の

線類 

道路の構造又は

交通の状況を表

示する標示柱そ

の他の柱類 

１本 １，３００

その他

のもの 

上空に設

けるもの 

１平方メート

ル 

８４０

地下に設

けるもの 

１平方メート

ル 

５００

その他のもの １平方メート

ル 

１，７００

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 年 １平方メート

ル 

１，７００

法第３２条第

１項第５号に

掲げる施設 

地下街及び

地下室 

階数が１

のもの 

年 １平方メート

ル 

Ａに０．００４を乗じて

得た額 

階数が２ Ａに０．００６を乗じて



5 

改    正    前 改    正    後 

のもの 得た額 

階数が３

以上のも

の 

Ａに０．００７を乗じて

得た額 

上空に設ける通路 ２，４００

地下に設ける通路 １，５００

その他のもの １，４００

法第３２条第

１項第６号に

掲げる施設 

祭礼、縁日等に際し、

一時的に設けるもの 

日 １平方メート

ル 

４８

その他のもの 月 ４８０

道路法施行令

（昭和２７年

政令第４７９

号。以下

「令」とい

う。）第７条

第１号に掲げ

る物件 

看板（アー

チであるも

のを除

く。） 

一時的に

設けるも

の 

月 １平方メート

ル 

４８０

その他の

もの 

年 ４，８００

標識 年 １本 １，１００

旗ざお 祭礼、縁

日等に際

し、一時

的に設け

るもの 

日 ４８

その他の 月 ４８０

のもの 得た額 

階数が３

以上のも

の 

Ａに０．００８を乗じて

得た額 

上空に設ける通路 ２，７００

地下に設ける通路 １，６００

その他のもの １，７００

法第３２条第

１項第６号に

掲げる施設 

祭礼、縁日等に際し、

一時的に設けるもの 

日 １平方メート

ル 

５４

その他のもの 月 ５４０

道路法施行令

（昭和２７年

政令第４７９

号。以下

「令」とい

う。）第７条

第１号に掲げ

る物件 

看板（アー

チであるも

のを除

く。） 

一時的に

設けるも

の 

月 １平方メート

ル 

５４０

その他の

もの 

年 ５，４００

標識 年 １本 １，３００

旗ざお 祭礼、縁

日等に際

し、一時

的に設け

るもの 

日 ５４

その他の 月 ５４０



6 

改    正    前 改    正    後 

もの 

幕（令第７

条第４号に

掲げる工事

用施設であ

るものを除

く。） 

祭礼、縁

日等に際

し、一時

的に設け

るもの 

日 １平方メート

ル 

４８

その他の

もの 

月 ４８０

アーチ 車道を横

断するも

の 

月 １基 ４，８００

その他の

もの 

２，４００

令第７条第２号に掲げる工作物 年 １平方メート

ル 

１，４００

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３１を乗じて

得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及

び同条第５号に掲げる工事用材料 

月 １平方メート

ル 

４８０

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及

び同条第７号に掲げる施設 

１４０

令第７条第８

号に掲げる施

トンネルの上又は高架

の道路の路面下（当該

年 １平方メート

ル 

Ａに０．００９を乗じて

得た額 

もの 

幕（令第７

条第４号に

掲げる工事

用施設であ

るものを除

く。） 

祭礼、縁

日等に際

し、一時

的に設け

るもの 

日 １平方メート

ル 

５４

その他の

もの 

月 ５４０

アーチ 車道を横

断するも

の 

月 １基 ５，４００

その他の

もの 

２，７００

令第７条第２号に掲げる工作物 年 １平方メート

ル 

１，７００

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３４を乗じて

得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及

び同条第５号に掲げる工事用材料 

月 １平方メート

ル 

５４０

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及

び同条第７号に掲げる施設 

１７０

令第７条第８

号に掲げる施

トンネルの上又は高架

の道路の路面下（当該

年 １平方メート

ル 

Ａに０．０１１を乗じて

得た額 



7 

改    正    前 改    正    後 

設 路面下の地下を除

く。）に設けるもの 

上空に設けるもの Ａに０．０１７を乗じて

得た額 

地下（トン

ネルの上の

地下を除

く。）に設

けるもの 

階数が１

のもの 

Ａに０．００４を乗じて

得た額 

階数が２

のもの 

Ａに０．００６を乗じて

得た額 

階数が３

以上のも

の 

Ａに０．００７を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．０２５を乗じて

得た額 

令第７条第９

号に掲げる施

設 

建築物 Ａに０．０１２を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．００９を乗じて

得た額 

令第７条第１

０号に掲げる

施設及び自動

車駐車場 

建築物 Ａに０．０２２を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．００９を乗じて

得た額 

令第７条第１ トンネルの上又は高架 Ａに０．０１２を乗じて

設 路面下の地下を除

く。）に設けるもの 

上空に設けるもの Ａに０．０１８を乗じて

得た額 

地下（トン

ネルの上の

地下を除

く。）に設

けるもの 

階数が１

のもの 

Ａに０．００４を乗じて

得た額 

階数が２

のもの 

Ａに０．００６を乗じて

得た額 

階数が３

以上のも

の 

Ａに０．００８を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．０２６を乗じて

得た額 

令第７条第９

号に掲げる施

設 

建築物 Ａに０．０１５を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．０１１を乗じて

得た額 

令第７条第１

０号に掲げる

施設及び自動

車駐車場 

建築物 Ａに０．０２４を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．０１１を乗じて

得た額 

令第７条第１ トンネルの上又は高架 Ａに０．０１５を乗じて



8 

改    正    前 改    正    後 

１号に掲げる

応急仮設建築

物 

の道路の路面下に設け

るもの 

得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２２を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．０３１を乗じて

得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２５を乗じて

得た額 

令第７条第１

３号に掲げる

施設 

トンネルの上又は高速

自動車国道若しくは自

動車専用道路（高架の

ものに限る。）の路面

下に設けるもの 

Ａに０．０１２を乗じて

得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２２を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．０３１を乗じて

得た額 

令第７条第１４号に掲げる施設 Ａに０．０３１を乗じて

得た額 

（略） 
 

１号に掲げる

応急仮設建築

物 

の道路の路面下に設け

るもの 

得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２４を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．０３４を乗じて

得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２６を乗じて

得た額 

令第７条第１

３号に掲げる

施設 

トンネルの上又は高速

自動車国道若しくは自

動車専用道路（高架の

ものに限る。）の路面

下に設けるもの 

Ａに０．０１５を乗じて

得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２４を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．０３４を乗じて

得た額 

令第７条第１４号に掲げる施設 Ａに０．０３４を乗じて

得た額 

（略） 
 

（橿原市準用河川管理条例の一部改正） 

第２条 橿原市準用河川管理条例（平成１２年橿原市条例第２０号）の一部を次の表のように改正する。 
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（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

区分 種別 単位 占用料 摘要 

（略） 

土地占用

料 

工作

物に

よる

占用 

第１種電柱 １本 

１年につき 

８００円組立鉄柱又はＨ

柱は、２本とみ

なす。 第２種電柱 １本 

１年につき 

１，２００円

第３種電柱 １本 

１年につき 

１，７００円

第１種電話柱 １本 

１年につき 

７１０円組立鉄柱又はＨ

柱は、２本とみ

なす。 第２種電話柱 １本 

１年につき 

１，１００円

第３種電話柱 １本 

１年につき 

１，６００円

公衆電話所 １個 

１年につき 

１，４００円 

埋設

又は

架設

外径が０．４メー

トル未満のもの 

１メートル 

１年につき 

１７０円 

外径が０．４メー １メートル ３００円 

区分 種別 単位 占用料 摘要 

（略） 

土地占用

料 

工作

物に

よる

占用 

第１種電柱 １本 

１年につき 

９４０円組立鉄柱又はＨ

柱は、２本とみ

なす。 第２種電柱 １本 

１年につき 

１，４００円

第３種電柱 １本 

１年につき 

２，０００円

第１種電話柱 １本 

１年につき 

８４０円組立鉄柱又はＨ

柱は、２本とみ

なす。 第２種電話柱 １本 

１年につき 

１，３００円

第３種電話柱 １本 

１年につき 

１，８００円

公衆電話所 １個 

１年につき 

１，７００円 

埋設

又は

架設

外径が０．４メー

トル未満のもの 

１メートル 

１年につき 

２００円 

外径が０．４メー １メートル ３５０円 
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改    正    前 改    正    後 

管類 トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

１年につき 

外径が０．７メー

トル以上１．０メ

ートル未満のもの 

１メートル 

１年につき 

４３０円 

外径が１．０メー

トル以上のもの 

１メートル 

１年につき 

８６０円 

仮設建築物 １平方メートル 

１年につき 

１４０円工事用建築物そ

の他これに類す

るもの 

通路橋、通路 １平方メートル 

１年につき 

１，３９０円 

その他前各項により難い

工作物 

１平方メートル 

１年につき 

２，８００円 

その

他 

原形のままの占用 １平方メートル 

１年につき 

１４０円 

養魚 １平方メートル 

１年につき 

３８０円 

 

管類 トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

１年につき 

外径が０．７メー

トル以上１．０メ

ートル未満のもの 

１メートル 

１年につき 

５００円 

外径が１．０メー

トル以上のもの 

１メートル 

１年につき 

１，０００円 

仮設建築物 １平方メートル 

１年につき 

１７０円工事用建築物そ

の他これに類す

るもの 

通路橋、通路 １平方メートル 

１年につき 

１，６４０円 

その他前各項により難い

工作物 

１平方メートル 

１年につき 

３，４００円 

その

他 

原形のままの占用 １平方メートル 

１年につき 

１７０円 

養魚 １平方メートル 

１年につき 

４５０円 

 

（橿原市法定外公共物管理条例の一部改正） 

第３条 橿原市法定外公共物管理条例（平成１５年橿原市条例第１６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 
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改    正    前 改    正    後 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

区分 
基準 単位に対する使用料 

（単位 円） 期間 単位 

電柱、電線、変圧

塔、郵便差出箱、

公衆電話所、広告

塔その他これらに

類する工作物 

第１種電柱 年 １本 ８００

第２種電柱 １，２００

第３種電柱 １，７００

第１種電話柱 ７１０

第２種電話柱 １，１００

第３種電話柱 １，６００

その他の柱類 ７１

共架電線その他上空に設

ける線類 

１メートル ７

地下に設ける電線その他

の線類 

４

路上に設ける変圧器 １個 ７００

変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 

１，４００

郵便差出箱及び信書便差

出箱 

６００

地下に設ける変圧器 １平方メート

ル 

４３０

広告塔 ４，８００

区分 
基準 単位に対する使用料 

（単位 円） 期間 単位 

電柱、電線、変圧

塔、郵便差出箱、

公衆電話所、広告

塔その他これらに

類する工作物 

第１種電柱 年 １本 ９４０

第２種電柱 １，４００

第３種電柱 ２，０００

第１種電話柱 ８４０

第２種電話柱 １，３００

第３種電話柱 １，８００

その他の柱類 ８４

共架電線その他上空に設

ける線類 

１メートル ８

地下に設ける電線その他

の線類 

５

路上に設ける変圧器 １個 ８２０

変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 

１，７００

郵便差出箱及び信書便差

出箱 

７１０

地下に設ける変圧器 １平方メート

ル 

５００

広告塔 ５，４００
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改    正    前 改    正    後 

通路橋又は上屋その他こ

れらに類するもの 

２３０

その他のもの １，４００

水管、下水道管、

ガス管その他これ

らに類する物件 

外径が０．０７メートル

未満のもの 

年 １メートル ３０

外径が０．０７メートル

以上０．１メートル未満

のもの 

４３

外径が０．１メートル以

上０．１５メートル未満

のもの 

６４

外径が０．１５メートル

以上０．２メートル未満

のもの 

８６

外径が０．２メートル以

上０．３メートル未満の

もの 

１３０

外径が０．３メートル以

上０．４メートル未満の

もの 

１７０

外径が０．４メートル以

上０．７メートル未満の

３００

通路橋又は上屋その他こ

れらに類するもの 

２８０

その他のもの １，７００

水管、下水道管、

ガス管その他これ

らに類する物件 

外径が０．０７メートル

未満のもの 

年 １メートル ３５

外径が０．０７メートル

以上０．１メートル未満

のもの 

５０

外径が０．１メートル以

上０．１５メートル未満

のもの 

７６

外径が０．１５メートル

以上０．２メートル未満

のもの 

１００

外径が０．２メートル以

上０．３メートル未満の

もの 

１５０

外径が０．３メートル以

上０．４メートル未満の

もの 

２００

外径が０．４メートル以

上０．７メートル未満の

３５０
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改    正    前 改    正    後 

もの 

外径が０．７メートル以

上１．０メートル未満の

もの 

４３０

外径が１．０メートル以

上のもの 

８６０

鉄道、軌道その他これらに類する施設及び

歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

年 １平方メート

ル 

１，４００

地下街、地下室そ

の他これらに類す

る施設 

地下街及

び地下室 

階数が１のも

の 

年 １平方メート

ル 

Ａに０．００４を乗じ

て得た額 

階数が２のも

の 

Ａに０．００６を乗じ

て得た額 

階数が３以上

のもの 

Ａに０．００７を乗じ

て得た額 

上空に設ける通路 ２，４００

地下に設ける通路 １，５００

その他のもの １，４００

露店、商品置場そ

の他これらに類す

る施設 

祭礼、縁日等に際し、一

時的に設けるもの 

日 １平方メート

ル 

４８

その他のもの 月 ４８０

看板、標識、旗ざ

お、パーキングメ

看板（ア

ーチであ

一時的に設け

るもの 

月 １平方メート

ル 

４８０

もの 

外径が０．７メートル以

上１．０メートル未満の

もの 

５００

外径が１．０メートル以

上のもの 

１，０００

鉄道、軌道その他これらに類する施設及び

歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

年 １平方メート

ル 

１，７００

地下街、地下室そ

の他これらに類す

る施設 

地下街及

び地下室 

階数が１のも

の 

年 １平方メート

ル 

Ａに０．００４を乗じ

て得た額 

階数が２のも

の 

Ａに０．００６を乗じ

て得た額 

階数が３以上

のもの 

Ａに０．００８を乗じ

て得た額 

上空に設ける通路 ２，７００

地下に設ける通路 １，６００

その他のもの １，７００

露店、商品置場そ

の他これらに類す

る施設 

祭礼、縁日等に際し、一

時的に設けるもの 

日 １平方メート

ル 

５４

その他のもの 月 ５４０

看板、標識、旗ざ

お、パーキングメ

看板（ア

ーチであ

一時的に設け

るもの 

月 １平方メート

ル 

５４０
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改    正    前 改    正    後 

ーター、幕及びア

ーチ 

るものを

除く。） 

その他のもの 年 ４，８００

標識 年 １本 １，１００

旗ざお 祭礼、縁日等

に際し、一時

的に設けるも

の 

日 ４８

その他のもの 月 ４８０

幕（工事

用施設で

あるもの

を除

く。） 

祭礼、縁日等

に際し、一時

的に設けるも

の 

日 １平方メート

ル 

４８

その他のもの 月 ４８０

アーチ 車道を横断す

るもの 

月 １基 ４，８００

その他のもの ２，４００

工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施

設及び土石、竹木その他の工事用材料 

月 １平方メート

ル 

４８０

防火地域内における耐火建築物、仮設建築

物 

１４０

 

ーター、幕及びア

ーチ 

るものを

除く。） 

その他のもの 年 ５，４００

標識 年 １本 １，３００

旗ざお 祭礼、縁日等

に際し、一時

的に設けるも

の 

日 ５４

その他のもの 月 ５４０

幕（工事

用施設で

あるもの

を除

く。） 

祭礼、縁日等

に際し、一時

的に設けるも

の 

日 １平方メート

ル 

５４

その他のもの 月 ５４０

アーチ 車道を横断す

るもの 

月 １基 ５，４００

その他のもの ２，７００

工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施

設及び土石、竹木その他の工事用材料 

月 １平方メート

ル 

５４０

防火地域内における耐火建築物、仮設建築

物 

１７０

 

 

附 則 
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この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 道路法施行令の一部改正により、道路占用料等の見直しが行われたため、所要の改正を行うもの 




